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発行 １５．６．２４ 
 
      ＪＲ東労組 業務部 

【要求項目】 

2008 年 3 月に締結した「『ライフサイクル』の深度化に関する覚書」を遵守し、

「鉄道運行部門全体の安全レベル向上」という制度の目的を実現すること。また、

東京支社管内でおこなわれた「ライフサイクル深度化制度運用途中における支社

営業部への異動」及び、水戸支社管内でおこなわれた「EL 転換教育を中止してま

でおこなった駅への異動」に対する見解を示すこと。 
 

「『ライフサイクル』の深度化」制度実施時から、覚書に基づく制度の運用・定着を目指し職場か

らの議論を積み重ね、現在の第８陣まで多くの組合員が制度を担ってきました。しかし、６月１

４日～１５日で開催された第３１回定期大会で、ライフサイクルの深度化について「転換教育中

にも関わらず、制度の対象になって転勤対象となっている」「ライフサイクル制度の運用中に支社

に転勤が発生している」という覚書を逸脱し、都合の良い解釈を繰り返す会社に対する怒りに充

ちた発言が出されました。水戸地本と東京地本は、団体交渉において覚書の遵守を求め議論を積

み重ねてきましたが、認識の一致を見ることはできず労働委員会へ「あっせん申請」をおこなう

事態にまでなっています。 

 本部は、制度の趣旨を逸脱する会社の姿勢を改めるために、団体交渉をおこないます。 

 


